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１ 制度のあらまし 

  

鳥取県社会福祉協議会（以下「鳥取県社協」という。）では、将来、介護福祉士または社会福祉士（以下

「介護福祉士等」という。）として県内の介護保険施設等で高齢者の介護等に従事する人材の養成確保を目

的として、介護福祉士等の養成施設等に在学し介護福祉士等の資格取得を目指す方に対して修学資金等を貸

付ける事業を実施します。 

養成施設等を卒業後、一定の条件を満たした場合には、この修学資金等の返還が免除されます。 

 

生活保護受給世帯から介護福祉士等の養成施設等に修学する方は、修学資金に加えて、在学中

の生活費の一部として費用を貸付することができます。この生活費としての加算部分について

も、養成施設等を卒業後、一定の条件を満たした場合には返還が免除されます。 

 

平成２９年度以降の養成施設の卒業見込者であって、当該年度に介護福祉士国家試験を受験す

る意思のある場合は、国家試験受験対策費の加算を貸付することができます。 

 

１．募集期間   平成２８年１１月１日（火）～平成２８年１１月３０日（水）＊当日消印有効 

 

２．修学資金制度の概要 

対象者 ○ 次の要件を満たす者のうち、卒業後、県内の介護保険施設等において介護福祉

士等として業務に従事しようとする方が対象になります。 

① 介護福祉士等の養成施設等（以下「養成施設等」という。）に在学する者 

② 将来、県内において介護福祉士等の業務に従事しようとする者（国立施設で県外で

も該当となる場合があります（５ページ「返還の免除について」参照）） 

③ 学業成績優秀で心身ともに健全であること 

※ 養成施設等・・・社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号)第７条第２号

若しくは第３号又は第４０条第２項第１号から第３号までの規定に基づき文部科学大臣

及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設 

※ 既に他の同種の修学資金の貸付けや職業訓練を受けている方は、原則として貸付けを受

けることができません。 

貸付限度額 〇介護福祉士養成施設等修学生 

・月 額 ： ５０，０００円以内×在学期間（月数） 

・入学準備金（初回貸付時） ２００，０００円以内 

・就職準備金（最終回貸付時）２００，０００円以内 

・介護福祉士国家試験受験対策費４０，０００円以内 

（平成２９年度以降の卒業見込者であって、当該卒業年度に介護福祉士国家試験を受験す

る意思のある方） 

※生活費加算 

貸付申請時に生活保護受給世帯（これに準ずる経済状況にある世帯を含む。）の方であっ

て、養成施設等に入学し、在学する方については、養成施設等に在学する期間の生活費の一

部として、１月あたり貸付対象者の貸付申請時の居住地の生活扶助基準の居宅（第１類）に

掲げる額のうち貸付対象者の年齢に対応する年齢区分の額に相当する額以内を加算して貸付

けることができます。 

利  息 無利子 （延滞利子年５％） 

貸付期間 養成施設等に在学する期間 
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返還免除条件 次の要件を全て満たした場合は、返還債務の全額を免除します。 

① 養成施設等を卒業後に、鳥取県内の介護保険施設等において、介護福祉士等として高齢

者の介護等の業務に従事し、５年間（過疎地又は中高年離職者は３年間）引き続き当該

業務に従事したとき。 

② 介護福祉士等として①の業務に従事している期間中に、業務上の理由により死亡し、又

は業務に起因する心身の故障のため当該業務を継続することができなくなったとき。 

 

３．申込方法 

介護福祉士修学資金等貸付申請書（様式第１号）と、次のいずれかの書類を添えて、鳥取県社協に

提出してください。 

＜添付書類＞ 

（１）申請者が高校生の場合 ・・・・・ 高校の調査書（進学用） 

（２）申請者が高校生以外の場合 ・・・ 修学意欲及び就労意思確認書（様式第２３号） 

※申請にあたっては、県内に居住する連帯保証人１名が必要です。 

（申請者が未成年の場合には、親権者又は後見人） 

※規定第８条に基づき鳥取県社協が福祉事務所に貸付について意見（様式第２４号）を求めることと

なります。 

 ※様式のデータの送付を希望される場合は、鳥取県社協に御連絡ください。 

 

４．提出期限  平成２８年１１月３０日（水）＊当日消印有効 

 

５．提出先・問合先 

鳥取県社会福祉協議会 福祉振興部 

〒６８９－０２０１ 鳥取市伏野１７２９－５ 県立福祉人材研修センター内 

電話０８５７－５９－６３４４ ファクシミリ０８５７－５９－６３４０ 

電子メール vc@tottori-wel.or.jp 

※直接持参の場合は、午前９時から午後５時まで受付けます（ただし、土日、祝日を除く） 

 

６．選考 

鳥取県社協「鳥取県介護福祉士等修学資金修学生選考基準」に基づき決定 

 

７．貸付の内定 

平成２８年１２月（予定）に書面で申請者あてに内定結果を通知します。 

 

８．貸付決定 

（１）平成２９年４月上旬（予定）に書面で申請者あてに結果を通知します。 

（２）平成２９年４月下旬（予定）に貸付決定を受けた方に対し修学資金を交付します。 

（３）資金の交付は、毎月１月分ずつ本人名義の指定口座へ振込み送金します。 

 

９．その他 

（１）必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがありますので御留意ください。 

（２）詳細については、鳥取県社協まで御連絡ください。 

 

 

 



4 

 

 

２ 修学資金貸付の決定について 

 

１．修学資金貸付決定までの流れ 

 

申請者から「介護福祉士修学資金等貸付申請書（様式第１号）」及び添付書類の提出があった後、鳥取

県社協において書類審査を行います。 

書類審査の結果を受けて、鳥取県社協が貸付を内定した方には、「貸付内定通知書」により通知します。 

平成２９年４月入学後、鳥取県社協へ「在学証明書」を提出いただいた後、「貸付決定通知書」と「借

用書（様式第４号）」を送付いたします。 

 

時期 申請者 鳥取県社会福祉協議会 

平成２８年 

１１月１日～ 

「介護福祉士等修学資金貸付申請書」 

「高校の調査書」もしくは「修学意欲及

び就労意思確認書」を提出 

 

平成２８年 

１２月 

 
書類審査 

福祉事務所の意見聴取 

貸付の内定 

「貸付内定通知書」を送付 

平成２９年 

４月上旬 

入学 

「在学証明書」を提出 

 

 

 

貸付の決定 

「貸付決定通知書」を送付 

平成２９年 

４月下旬 

「借用証書」を提出 

 

 

 

 

修学資金の貸付（初回） 

 

２．修学資金の貸付 

（１）「貸付決定通知書」には以下の内容が記載されます。 

  ①貸付金額、②貸付対象期間、③貸付金の交付時期、等 

（２）決定した修学資金は毎月２５日（休日の場合翌銀行営業日）に交付します。 

（３）初回の貸付は、貸付決定が４月となるため４月下旬に交付する予定です。 

（４）貸付期間は４月１日からの貸付として取扱うことができます。 

 

３．修学資金借用証書の提出 

 

修学生は、貸付決定通知書を受け取った日から１０日以内に「借用証書（様式第４号）」及び印鑑登録

証明書（貸付決定日以降の日付のもの）を提出していただくことになります。 
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３ 修学資金の貸付決定の取消しについて 

 

修学生が以下のいずれかに該当することとなった場合には、貸付決定が取消しとなることになります。 

 

（１）成施設等を退学したとき 

（２）学業成績又は性行が著しく不良と認められるとき 

（３）修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき 

（４）死亡したとき 

（５）その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと鳥取県社協が認めたとき 

 

なお、修学生が３０日以上休学し、又は停学処分を受けたときは、休学し、又は停学処分を受けた日

の属する月の翌月分から、当該休学又は停学の期間に相当するものとして鳥取県社協が指定する期間内

の月の分の修学資金等の貸付を休止するものとします。 

また、この場合において、貸付を行わない期間の分として既に貸付した修学資金等があるときは、そ

の修学資金等は当該期間の満了する月の翌月以降の月の分として貸付したものとみなします。 

 

 

４ 返還の免除について 

 

１．返還免除 

借受人が次の各号の一に該当するに至ったときは、返還の債務が免除されます。 

イ 介護福祉士養成施設又は社会福祉士養成施設を卒業した日から１年以内に介護福祉士又は社会福

祉士の登録を行い、鳥取県内（国立障害者リハビリテーションセンター、国立児童自立支援施設等にお

いて業務に従事する場合は、全国の区域とする。また、東日本大震災における被災県（岩手県、宮城県

及び福島県に限る。以下同じ。）以外の都道府県において貸付けを受け、被災県において業務に従事する

場合は、当該都道府県及び当該被災県の区域とする。以下同じ。）において、昭和６３年２月１２日社庶

第２９号社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験

資格に係る介護等の業務の範囲等について」の別添１に定める職種若しくは別添２に定める職種又は当

該施設の長の業務（以下「返還債務対象業務」という。）に従事し、かつ、介護福祉士又は社会福祉士の

登録日と当該返還免除対象業務に従事した日のいずれか遅い日の属する月以降、５年（過疎地域自立促

進特別措置法（平成 12 年法律第 15 号）第２条第１項及び第３３条に規定する過疎地域において返還免

除対象業務に従事した場合又は中高年離職者（入学時に４５歳以上の者であって、離職して２年以内の

ものをいう。）が返還免除対象業務に従事した場合は３年）（以下「返還免除対象期間」という。）の間、

引き続き、これらの業務に従事したとき。ただし、法人における人事異動等により、借受人の意思によ

らず、貸付けを受けた都道府県の区域外において返還免除対象業務に従事した期間については、返還免

除対象期間に算入して差し支えない。また、返還免除対象業務に従事後、他種の養成施設等における修

学、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により返還免除対象業務に従事できない期間が生じた

場合は、返還免除対象期間には算入しないものとするが、引き続き、返還免除対象業務に従事している

ものとして取り扱うこととする。 

ロ イに定める業務に従事している期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身

の故障のための業務を継続することができなくなったとき。 
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社会福祉士としての業務の例 

○ 児童福祉法に規定する母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター

及び情緒障害児短期治療施設等の児童指導員等、相談、助言及び援助を行う専任の職員の業務 

○ 医療法に規定する病院及び診療所の相談援助業務を行っている専任の職員の業務 

○ 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人短期入所施設及び老人デイサー

ビスセンター等の生活相談員の業務 

○ 介護保険法に規定する介護老人保健施設の支援相談員の業務 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・等 

 

介護福祉士としての業務の例 

○ 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を行う施設、児童発達支援センター及び障害児入所施設

等で、入所者の保護に直接従事する職員の業務 

○ 生活保護法に規定する救護施設及び更生施設の介護職員の業務 

○ 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホーム等の

介護職員の業務 

○ 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行

動援護、生活介護、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援の事業で、その主たる業務が介護等で

あるものの業務 

○ 介護保険法に規定する指定訪問介護、指定訪問入浴介護、指定通所介護、指定短期入所生活介護、

指定認知症対応型共同生活介護等の介護従業者の業務 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・等 

 

 

２．免除の申請 

修学資金の返還債務の免除を受けようとする場合には、「介護福祉士修学資金等返還免除申請書（様

式第７号）」及び「在職証明書（別紙２）」を提出してください。 

※業務に起因する死亡又は疾病、その他やむを得ない理由により当該業務を継続することができなく

なったと認められるときは、当該資金の返還債務の全額が免除されます。 

 

＜免除に至る例＞ 

H29.4         Ｈ31.4  Ｈ32.4                  Ｈ36.4 

在学（2 年間） 鳥取県内で介護等に従事（5 年間）  

貸付金交付（24 月） 据置期間 返還期間（24 月）  

 返還債務の猶予（鳥取県内で介護等に従事） 返還債務の免除 

    ※返還債務の免除及び猶予を希望される場合は、一定の条件を満たした上で申請することが必要です。 

 

 ＜過疎地適用地域 （過疎地域自立促進特別措置法 第２条）＞ 

岩美町、若桜町、智頭町、三朝町、大山町、日野町、日南町、江府町 

  ※この地域で介護等に従事する場合、免除要件である５年間の勤務が３年間に短縮されます。 

ただし３年間の連続勤務が条件となります。 
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５ 返還・猶予について 

 

１．返還 

以下の事項のいずれかに該当することとなった場合には、原則、修学資金等を当該返還事由が生じ

た日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間に相当する期間内に、一括払いか月賦又は半

年賦の均等払い方式により修学資金等を返還しなければなりません。 

 

（１）修学資金等の貸付契約を解除されたとき 

（２）養成施設等を卒業した日から１年以内に介護福祉士若しくは社会福祉士として登録せず、又は

県内等において返還免除対象業務に従事しなかったとき 

（３）県内等において介護福祉士等として返還免除対象業務に従事する意思がなくなったと認められ

たとき 

（４）介護等の業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により介護等の業務に従事できなくなっ

たとき 

 

 

２．返還の手続き 

修学資金等を返還しなければならない者は、直ちに「介護福祉士修学資金等返還明細書（様式第５

号）」を提出しなければなりません。 

 

 

３．返還の猶予 

修学資金等を返還すべき者が、次のいずれかに該当するときは、当該猶予の事由が存続する間、修

学資金等の返還の債務の履行が猶予されます。 

 （１）修学資金等を打ち切られた後も引き続き養成施設等に在学しているとき 

 （２）養成施設等を卒業後更に他の養成施設等に在学しているとき 

 （３）県内等において返還免除対象業務又は介護等の業務に従事しているとき 

 （４）災害、疾病その他やむを得ない理由により修学資金の返還が困難となったとき 

 （５）その他特に理由があると認められるとき 

 

 

４．返還の猶予の手続き 

返還債務の猶予を受けようとする者は、「介護福祉士修学資金等返還猶予申請書（様式第６号）」に

当該猶予の事由を証明する書類を添えて提出しなければなりません。 

返還猶予決定後、業務に従事している期間は返還猶予となります。その際は毎年、「業務状況報告書

（別紙３）」を鳥取県社協に提出してください。 
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６ 申請・届出に必要な書類一覧 

 

内 容 必要な書類 様式番号 

修学資金の貸付けを申請するとき 修学資金貸付申請書・誓約書 様式第１号 

推薦書 様式第３号 

貸付決定通知書を受け取ったとき 

（10 日以内に提出） 

修学資金借用証書 様式第４号 

貸付けが終了したとき 修学資金返還明細書 様式第５号 

返還猶予を受けるとき 修学資金返還猶予申請書 様式第６号 

返還免除を受けるとき 修学資金返還免除申請書 様式第７号 

氏名又は住所を変更したとき 借受人氏名（住所）変更届 様式第８号 

退学したとき 退学届 様式第９号 

修学資金の貸付を受けることを辞退するとき 修学資金辞退届 様式第 10 号 

休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学（停学）届 様式第 11 号 

復学したとき 復学届 様式第 12 号 

転学したとき 転学届 様式第 13 号 

卒業したとき 卒業届 様式第 14 号 

介護福祉士又は社会福祉士の登録をしたとき 介護福祉士等登録届 様式第 15 号 

県内等において介護等の業務に就業したとき 就業届 様式第 16 号 

就業場所を移転したとき 就業先変更届 様式第 17 号 

介護等の業務を退職したとき 退職届 様式第 18 号 

連帯保証人がその氏名又は住所を変更したとき 連帯保証人氏名（住所）変更届 様式第 19 号 

連帯保証人は、借受人が死亡したとき 借受人死亡届 様式第 20 号 

借受人は、連帯保証人が死亡したとき 連帯保証人変更届 様式第 21 号 

貸付金振込口座を変更したとき 振込口座変更届 様式第 22 号 

生活保護受給世帯で、高校生が申請するとき 高校の調査書 学校指定 

生活保護受給世帯で、高校生以外の方が申請する

とき 

修学意欲及び就労意思確認書 様式第 23 号 

生活保護受給世帯の方が貸付けを申請するとき 福祉事務所意見書 様式第 24 号 

卒業後の就職先が県外の施設に内定したとき 卒業後の県外就職先届 別紙１ 

返済免除を受けるとき 在職証明書 別紙２ 

返還猶予決定後、毎年 業務状況報告書 別紙３ 

 

※これらの様式は鳥取県社協に御連絡をいただいた方にメールにて送付いたします。 

 

 


